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緒言　 昭和13年5月21日 は岡山醫大學友

會主催高專野球大會第1日 で,運 動場 は朝早

くか ら己に多 くの觀衆が填めかけ,試 合の始

まるの を待 つて居た.試 合開始の少 し前,岡

山地方檢事局か ら 作北 に30數 人殺害 の 慘劇

發生,直 に津山に出張 を乞ふ との電 話が あつ

たので,野 球の見物は駄 目とな り敎室で は總

出で3班 を組織 し,準 備 を整へて,い ざ出發

と云ふ所へ再び電話があ り,犯 人自殺,出 張

に及ばずとのことで,遂 に慘劇の現場 を觀 る

機會 を失 した.斯 く犯 人自殺で搜査 は中止 と

な り,從 て法醫解剖は行 はれ なかつたが,翌

年にな り,か ほどの大事件を搜査 中止の ま ゝ

我國犯罪 史上 に殘 さぬのは よろ しくない との

意見があつて,岡 山地 方檢 事局が司法省の後

援 を得,更 めて此の事件 を研究の對 象 と して

取 り上げ,出 來上つた報告は現存せ る人々の

私行に觸れ ておるので極秘 と して公表せ られ

ておらぬ.然 し此の作北 鏖殺事件は當時 の新

聞雜誌に隨分詳細に報道せ られたか ら,今 日

尚多 くの 人 々の記憶 に 殘つてお るで あろ う.

その後,獨 逸の犯罪學雜誌Archiv fur krimi

nologieに も其 の抄録が掲載せ られた.本 事

件 は 短時 間内に幼兒 を加へ30數 人の 男女が

殺戮せ られた慘劇 で,戰 爭 を除 きか くも多 く

の人々が短時間内に殺 された例 は,余 の寡聞

世界 にその比 を見ないであろ う.然 し數 に於

ては大分劣 るが,本 事件に極 めて よく似 た鏖

殺事件が大正2年 に南獨逸 に起つてお る.そ

れ はWagner事 件 と稱せ られ る もので,犯 行

の動機,準 備,模 様等,本 件の犯人が10數 年前

に起 つた 此のWagner事 件 を模 した ので はな

いか と思 はれ るほど よく似 てお るが,作 北 の

犯 人が まさか獨逸語で發表せ られ,邦 譯 の な

いWagner事 件 につ いて知 る筈 もな く,之 は

偶然の一致 とは云へ ないが近似 で あろ う.本

件の犯 人は 自殺 したが,Wagner事 件 の 犯人

は自殺せず逮捕せ られて精神 鑑定 を受 け,精

神異 常 者であ ることが確認せ られた.作 北 事

件 の翌年,乞 はれ るま にゝ 譯 出 したWagner

事件の梗概 を掲 載 して貰つた作北事 件の研究

報告 は,上 記 の様 に極 秘 に なつ て お るが,

Wagner事 件 は 已に公表せ られた もので あ る

か ら,今 回其 の筋 の諒解 を得 て本 誌に轉載 し

て貰ふ こと ゝなつた.然 し誤 譯 もあ り,更 に

拙譯,拙 文で林會長や八木先生が見 られた ら

多分 お叱 りを蒙 る こと 思ゝ ふが,犯 行の筋は

大體解 つて いた ゞける と自惚れ,又 本誌の綜

説 の部 に相應 は しくない とは思 つたが,編 輯

の都合上掲 載 して戴 くこと ゝなつ た.編 輯部
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2　 遠 藤 中 節

各位の御好意 を深謝する次第である.

西暦1913年(大 正2年)と 云ふ と今か ら36

年前,丁 度前歐洲 大戰勃發の前 年で,歐 洲か

ら云ふ近東諸國では恰 も昨今 の様 に不安が あ

つたで あ ら うが,そ れか ら1年 を經 ず して幾

百萬 の生 命 を犧牲 とした大戰が起 らうとは誰

1人 として考へ 及ば なかつた.此 の年の9月

4日 拂曉,南 獨逸Wurttembergの 首都Stutt

gart市 の南郊Degerlochで,夫 が其の妻 と實

子4人 を殺害 した事件が起つ た.犯 人であ る

夫 はErnst Wagnerと いふ次 席訓導で,曾 て

刑罰等 を受 けた ことの ない 數へ年40才 の 男

であつた.犯 行 の 前 晩 即 ち,9月3日 の夕,

Wagnerは 家族や 家主等 と共 に晩夏の黄昏 を

樂 しさうに過 し,午 後9時 頃 には既 に寝室に

入つたので あつたが,曉 け方の5時 頃 に起き

上つたWagnerは 先ず妻 の頭部 を豫 て用意 し

て あつた棒で撲 り,斯 くて失神 した妻の頸部

や 胸部 を短刀 で刺傷 し,遂 に之 を死 に至 らし

め,次 に2人 の男子の寝 室に行 き,此 の兩兒

を剌傷殺害 し,更 に2人 の女兒の寝 室に入つ

て2人 共同様 に殺 して仕舞つた.此 の現場 は

犯 人が捕へ られてか ら,即 ち9月5日 の午前

に至 り,警 官 に よつ て檢證せ られ,各 死體 は

剖檢せ られ,何 れ も肺,心 臟,大 血 管の刺創に

因 る失血が死因で あると確認せ られ,殺 され

た 妻の兩腕や 左拇指等 には小創傷が あつたの

で防衛的行動の あつた ことが推察せ られた.

犯行が以上記 した ゞけであつた な らば犯行

の原因は 兎に角 と して,特 に取 り立て ゝ茲に

紹介 す ることを要 しない家庭悲劇の一つ であ

るが,不 幸 に して慘劇は以上 に止 ま らなかつ

た.即 ちWagnerは 血液の附着 した シヤ ツを

脱 ぎ,體 を拭 ひ,衣 類 を更 め,兇 行に用ゐた

短刀 を其 の儘抽斗に仕舞 ひ,3挺 の銃器,500

發 以上の實彈,鐵 捧,革 帶,縁 な し帽,妻 の

黒色面被等 を旅嚢 に入れ て携へ,連 發小拳銃

のみは上衣のボ ケツ トに藏 し,兇 行 を演 じた

自分の家 を去つたの であつた.家 を去 るに臨

み,表 戸に 「Ludwigsburgに 遠 足する」旨を

認 めた石磐 をかけ,更 に家主の 家の戸の石磐

には35 Pfenningの 金 を添 へ て3 Schoppen

の 牛 乳 を注 文 して欲 しい旨 を書 き遺 し,自 分

の 自轉 車 に前 記 の 旅嚢 をつ け,先 づStuttgart

市 に 向 つ た.因 に,1 Schoppenは 約 半 リー

トル.但 し今 日は4分 の1リ ー トル.又,Lud

wigsburgはSttutgart市 の北 方 に あ る小都 市

で 古 城並 に美 しい公 園 が あ り,好 個 の 遠 足地

で あつ て 後 記 す るBietigheim町 へ の 途 中に

あた り汽車 の便 もあ る.

斯 くてStuttgart市 に來たWagnerは 午前

8時10分 の列車でLudwigsburgに 向つたが,

自轉車 は手荷物 と して預け,列 車内に携へた

旅嚢か ら車 中でモーゼル式大拳銃 を出 して携

へた.之 はDegerlochの 犯行が發覺 して捕へ

られ はせぬか との心配が あつ た爲 で あ る と,

後 に犯人が 自供 してをる. Ludwigsburg驛 で

下車 したWagnerは 別に怪 まれ る こともなか

つた ので驛 の便所で一旦出 しておつた大拳銃

を再 び旅嚢 に納 め,驛 を出て,と あ る飲食店

で輕い食事 をと り(此 の時には酒類 を呑 んで

は をらぬ)午 前11時 頃 には 近 郊の親戚の 家

を訪 れて,其 の家族 と常 の如 く話 し,之 から

Muhlhausen(曾 てWagnerの 居つ た村 邑で,

Ludwigsburg市 の略 々西方の山間 にある.此

のMuhlhausenを 流 れ るEnz河 はNordi

scher Schwarzwaldに 源 を發 して東 流 し,

MuhlhausenやBietigheimを 貫 通 し, Ne

ckar河 に合 し,北 流 してHeidelberg市 を流

れてRhein河 に注 ぐ)に 行 つ て を る4人 の

子供 を連 れに行 くので ある と語 り,何 か食べ

ないか と勸 め られ たが欲 しくない とて ビール

を少 し飲 んだ.其 の家 でWagnerが あちこち

す るの に常 に旅嚢 を離 さなかつた ことは當時

家人の氣付いて をつた點であつ たが,そ の外

に別に變 つた様 子 もな く親戚 の子供 に送 られ

て驛 に行 き,午 後1時 の 列 車 でBietigheim

町に來 り,町 で 自轉車の壤れ た部 分 を修理せ

しめ,兇 行の發覺如何 を偵察す る爲に 自轉車

で町 を〓 り,一 旦宿に入つて輕 い食事 をとり,

夕方の7時 頃 にはMuhlhausenに 向ふべ く,此

の町 を去つた.途 中で世話 になつ た人々,知

人,同 僚等 に遺書 を發送 し,夜 の11時 頃には

Muhlhausen峠 に來た.其 の前 に Wagnerは
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Massenmordの1例 と して獨 逸 に於 けるWagner事 件 の 概 要　 3

1人 の男 に行會ひ何者か と尋ね られたが何 も

答へ なかつたので,其 の男はIllingen(Wag

nerの 來た方 向,即 ちBietigheimの 方向)の

方に去つた.自 轉車 を畑 に乘 り棄 て族嚢か ら

取 り出 した革帶 を腰 に締 め,モ ーゼル式拳銃

を腰につけ,他 の拳 銃,實 彈,棒,小 刀,面 被等

を手提鞄に 入れ,縁 な し帽 を被 り,折 惡 しく

降出 した雨 の中を村 の方に入つ て行 き,一 電

話架線柱に鐵捧 を打込んで昇 り,Muhlhausen

と他の村 との連絡 を絶たん と したが,電 話 線

は彼が數週 間前の遠足 に際 して經驗 した よ り

も高 く架せ られ,且 雨 の爲に體 は濡れ,更 に

他の電柱に も試みたが,矢 張成 功 しなかつた

ので斷線 を斷念 し,村 に入 りか けたが,モ ー

ゼル拳銃が腰にないのに氣付 き,再 び電話柱

の處に戻つて發見 し,妻 の面被 を以て覆 面 し,

拳銃 を一つ宛左右の腰 につ け,鞄 に實彈 を入

れて再び村に入つて行 き,先 づ 農家の穀倉に

ベ ンヂ ン・ライター を以て放 火 したの を初 め

として村 中を歩 き〓 り,次 々に放火殺 人 を犯

して村中 を震駭恐怖 に陷 らしめ,放 火は4個

所,即 死8人,重 傷12人,其 の中1人 は間 も

な く死亡 した と云ふ世に も恐 るべ き兇行 を恣

に したので あつた.Wagnerは 歩 行者 と云 は

ず,家 の窓か ら見 える人と云 はず,男 子 を狙

つて數米の距離か ら射撃 し,多 くは心臟部 を

射たれた.時 に男 を狙ひ,婦 人を避 けた點は

注意せ られるべ きことであつたが,偶 々2人

の女兒,20才 余 りの娘 及び家畜2を 傷 けた.

然 しWagnerは 遂に勇敢 な 一 警 官 及 び2人

の村民の爲に打 ち倒 され,捕 へ られ たが其の

際彼は顔面に2個 の割創 を受け,左 腕 は破碎

せ られ(左 腕 は後に肘 關節部か らの切斷手術

を受 けた),其 の他 尚若干 の打撲傷 を受 けた.

捕へ られたWagnerは まだ200發 足 らずの實

彈 を持つて をつたか ら,300發 余 を 發射 した

ことにな り,上 記の勇敢 な警 官や村民 の犧牲

的な行爲が なかつた な らば,慘 害は更に甚大

となつた ことであ らう.

捕へられたWagnerは 上記 の如 く實彈200

發足らず を持つて をつた他に,ラ イター,一

端尖つた棒,小 刀,黒 色面被,眼 鏡縁(レ ンズ

な し),帽 子 を携へ,背 に負つた リユツ クサ ツ

クには小拳銃 と 短い鐵 棒 とが 入つ てをつた.

さう して殆 ど死 んだ もの の樣 になつて をつ た

が,呼 吸及び瞬 目が認 め られ たので,生 きて

をる ことが判 り,興 奮 して を る村 の 人 々 は

Wagnerの 監置せ られ て をる所 に殺倒 し,ど

ん な事 を仕出かすか と憂 慮せ られ たの で憲兵

や警官が之等 を取締つた.又 放火 に因 る火災

は折 よ く附近 に宿營 して をつ た軍隊が馳 けつ

け て 助 力 し漸 く鎭 火 した.更 にWagnerは

Degerlochの 己が家に於 け る兇行 を自供 した

の で直 に電 話で連絡せ られ,既 記の樣 に9月

5日 朝初 めて現場 が發見檢證 せ られた.

以上 は1913年(大 正2年)9月4日 拂曉 及

び4日 深更,夫 々Degerloch及 びMuhlhau

senに 超つ た慘劇 の大要で あつてWagner鏖

殺事件 として有名で ある.

Wagnerは 正 氣 に復 してか らもMuhlhau

senで は口 を緘 して犯行の動機其 の他に つ い

ては 殆 ど何事 を聞かれて も 答へ なかつたが,

其 の村か らVaihingen(區 裁 判所 の あ る 町)

に送 られ,病 院で受けた傷 を充分 に手當せ ら

れ,6日 には監督判事か ら訊問 せ られ た が,

此 の 時 に は 色 々 と答 へ て をる.Wagnerが

Muhlhausenで は何 と訊ね られ て も答 へ ず,

Vaihingenで 監督判事の 訊 間 に答 へ た の は

自分の犯 した兇行や その原因等 を區裁判所 で

供 述す るのが正 しい と考 へ た の で,決 して

Muhlhausenの 官憲 を輕蔑 したのでは ないの

で ある と解 せ られ た.

判事はWagnerのMuhlhausenに 於ける兇

行が 同人の明瞭 な意識 に於て行 はれた ことを

認 め,兇 行の動 機につ いては同人の陳述 及び

同人が 諸 方面に出 した 遺書 によつて判 明 し,

又確 められた もの と信 じ,其 の 日の 聽取 は簡

單 に濟 まされた が,此 の6日 の 訊 問 に 於 て

Wagnerは 家族 を殺害 した 方法 を詳述 し,更

に恐 るべ き兇行 を演 ずるに至つた動機 を諸 つ

た.そ の動機 と云ふ のは此 の兇行 か ら12年 も

前 に,同 人がMuhlhausenで 犯 した道徳的 な

過 失で あつて,そ れ は動物 との淫行で あつた.

此 の過 失につ いて同 人は非常 に後悔 し,苦 し
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4　 遠 藤 中 節

め られ たばか りでな くMuhlhausen及 びRa

delstettenの 人々の表示や諷示か ら人 々 は 同

人の過失 を知つ て居 るもの と推 察 して をつた

が然 し之は後に記す如 く,全 く,同 人の邪推

で あつた.そ れで 人々が表 は したで あ らう嗤

笑や態度 はその爲で あるとして同人を非常 に

苦 しめ且激 せ しめ,遂 に 自殺を決意せ しめ る

と共 に同人 は家族 を道連れ と し,其 の上過失

を犯 さ しめた村 に復讐 すべ く決心す るに至つ

たのであつた.以 上の動機の外,訊 問に於て

Wagnerは 如何 に して 兇行 を企圖 したか,是

れ まで兇行の 出來 なかつた理 由,遺 書 等につ

いて判事に語つた.斯 くてWagnerは 未決監

に入れ られ るべ くHeilbronn市 に送 られ た

が,そ れ までの若干週 間はVaihingenの 警察

署 に拘 留せ られ てをつた.

Heilbronn市 の裁判所ではWagnerは 豫審

判 事か ら何 回 も訊問 を受 け,又 澤 山の證 人が

呼 び出されてWagnerの 人格や其 の他 の事に

つ いて色 々と調べ られた.Wagnerの 陳述,同

人の自敍傳,人 々の證 言等に據 る とWagner

は稀 に見 る眞理の愛好者で,學 校での成績 も

良 く,勤 務 も眞面 目で何 事 も 隠し立て を しな

い 公明な人間の樣 に思 はれたが,云 ふべ き事

でない と信 じた場合に は如何 なる答 をも與へ

なかつた.從 つて同人の人格 につ いての觀察

や判斷が捏造 的 な供述 とか巧妙 な瞞着 などに

囚 つて妨げ られる樣 なことはなかつた.

多數の證 人につ き,調 べ られて判つた事 柄

の 中で 最 も著 しい ことは,Muhlhausen, De

gerloch, Raderstettenの 人々 の殆 ど誰 もが

WagnerのMuhlhausenで 犯 した過失 を知 つ

て をらぬ ことで あつて,10年 以上の長 きに 亘

つ て緊 く守 られた同人の秘密 を洩 ら したのは

實 に餘人ではな く,Vaihingenの 區裁判所で

監 督判事 に告 白 したWagner自 身で あ り,友

人等に送 られた彼 自 ら書 いた遺書で あ り,又

彼 自 らが書いて送 つた新 聞社への手紙で あつ

た.證 人の證言 とWagnerの 供述 との間に於

ける此の著 しい矛 盾か ら,同 人の兇行 には何

か病的 な精神 作用が關係 してをるので はなか

らうか との考は誰 しも頭 に 浮 ぶ所 で あつ て

Heilbronnの 裁判 所はWagnerの精神 鑑定 を

命ず ること ゝな り,2人 の精神 病學者が別々

に之に當つた.其 の結 果は2人 の鑑定人共に

Wagnerを精神 異状者で あるとな し,同 人に

は 一定 の系統的 な追跡妄想が あつて,自 由な

意思決定が不可能 で あると認 め られ,斯 る状

態は犯 行當時 に於て も然 りし旨を鑑定 したの

でWagnerは 免訴せ られ,病 院に入れ られる

こと ゝなつた.此 の精神 鑑定 が終 了 した 日付

は1914年1月24日 となつ て をつて,之 か ら

半 年を經 過す るか しない 中に別 な意味 に於け

るMassenmordが 世 界大戰或 は歐洲大戰 と云

ふ名 で勃發 して をる.

以 上の大半 はH. Gluhle und A. Wetezl:

 Verbrechertypenの 第1巻 第3册 に收 め ら

れたDer Fall Wagnerに 依つた もので,同 書

は精神 鑑定 を主 として取扱つ て をる.私 の譯

出は極 めて拙 な く,そ の上 に可 な り誤 もある

こと ゝ思ふが,事 件の筋 だけは解つ て戴ける

こと 思ゝふ.然 りとせば此のWagner事 件 と

昭和13年5月21日 午前1時40分 頃か ら同

3時 までの間 に作州北部 の 山村 に起 つ た33

名殺傷事件 との間 に多大 の相似性 の存在する

ことは恐 らく何 人 も肯定す る所 であ らう.

Wagnerは 自殺す る迄 に捕へ られ,保 護せ

られたので,後 に十分 な精神 鑑定が行 はれた

が,我 が作北 の事件では犯 人で あ る都井睦 雄

が 自殺 し,從 つて精神 状態の檢査が 出來なか

つた點 は事件の全貌 を明にする と云ふ上か ら

考へ ると惜 しいことではあ る.岡 山並 に津 山

の檢事局 で蒐集せ られた色 々有 力な資料に基

いて睦雄の精神 状態が推定 せ られない ことも

あ るまい と思 はれ るが,精神 病學の素養乏 し

き私 の能 くす る所で ないか ら,茲 に此 の問題

に觸れ らい.然 し之等の資料につ いて作北事

件 の犯 人睦雄 の精神 状態其の他 を色 々考察 し

てみて もWagner事 件の樣 に犯 人の訊問や檢

證が缺如 して をる以上 それ は結局 一つの推定

に過 ぎないで あ らう.と は云へ 一は獨逸 に,一

は我 國の 山村 に,起 つ た驚 くべ き鏖殺事件で

あつて,時 間 の上か らは兩事件の間に20數 年

の歳 月を距 て ゝをるが,兩 事件 に於 け る相似

4
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性又は共通性の各點 を考へ ると,犯 罪學上に

資す る所 が蓋 し尠 くないであ らう.兩 事件の

比較の一々を茲 に記す必要 はあるまいが,犯

行 の動 機につ いて比較 して も,一 は村 人の殆

ど誰 もが知 つてゐない犯 人の過去の渦失 を村

人が知悉 して をつて,其 等の人々の言動 を侮

蔑嗤笑と邪推憤慨 し,他 の一は村 人が犯人 を

肺結核患者 であるとは知 らず,假 に之 を疑へ

る人 とて も,そ の爲に犯 人を疎外す る等の こ

とがなかつたのに,犯 人自らは肺結核に罹れ

るものと信 じ,自 ら好んで孤獨 に陷 り,村 の人

々の言動 を故 らに犯 人を疎外す る もの と邪推

怨恨 し,兩 者共遂 に恐 るべ き慘劇 を演ずるに

至つたのである.怨 恨の種類,程 度 と之 に基

いて起つた兇劇の程度 とを比較す ることは固

より困難で あるが,如 何に考へ て も原 因に封

して復讐が あま りに も過大であ り,常 規 を逸

して をるとしか思はれ ない.

更 に 兩事件の細大各點 を 比較 するな らば,

相似或 は共通せ る事項について思ひ半ば に過

ぎるものがある.

作北鏖殺事件 について檢 事 局 に 蒐 め られ

た資料 に據 り何か感想 を書 くべ く塩 田檢事,

守谷檢事及び 中垣檢事各位か ら御話が あつた

が.犯 人は犯行直後に自殺 して訊 問や檢證 は

出來 ず,假 に出來た として も精神 病學に暗 い

私 に感想のあらう筈 もな く,又 犧牲者の創傷

や死 因等につ いては特 に記載 しなければ なら

ぬ と思 はれる樣 な點 もない らしい.只 寫 眞の

撮 り方が死體全體 を主 と し,創 傷 を主 と して

ないの は後で創傷 を考察す る上 に多 少不便で

あ らうと思はれ た.更 に本件 を醫學的以外の

見地か ら觀察 した場合の感想は 自ら其の人が

を られるので無筆 な私 としては最初何 を書 く

べきかについて大 に閉 口 し,あ れ これ と書物

を渉る中に本件に似た外國 に於ける1例 を探

し出 し,そ のほんの一部 を右 に紹介 して責 を

塞いだや うな次第で,各 位の御希望 に副はな

い點 について深 く御詫するもので ある.

尚 上 記 の書 物(Verbrechertypen)に は,

Kasuistik des Massenmordsと してWagner

事件 を加へ,100例 の鏖殺事件 を極 めて簡 單

に抄 録 して あ るが,多 くは 家庭 悲劇 又 は之 に

類 す る もの で,我 が 作 北 事 件 に比 すべ き もの

と して は唯 此 のWagner事 件 あ る の み で あ

る.而 して我 が 作北 事 件 をWagner事 件 に比

べ る と,犧 牲 と なつた 人 の 數 か ら云 つ て も,

犯 人 の準 備 か ら云 つ て も作 北 事 件 の 方が 勝れ

て を り,固 よ り自慢 に は な らぬ が,眞 に 之 れ世

界 一 のMassenmordと いつ て よい で あ ら う.

上 記 のVerbrechertypenな る書 物 が 改 版

せ られ る場 合 に は本 件 は 必 ず抄 録 せ られ るべ

き もの で あ つて,Massenmordの 文献 に は必

ず引 用せ られ なけれ ば な らぬ.最 後 に私 は本

件 の犯 人都 井 睦 雄 が何 か で 此 のWagner事 件

の詳 細 を知 つ て をつ た ので は な か ら うか と一

時 は疑 つ た程 で あつ て,此 の 疑 は 勿論本 件 に

つ い て蒐 め られ た 資料 か ら否 定 せ られ,Wag

ner事 件 を詳 記 した 和本 も恐 ら くな く,從 つ

て之 は ほ ん の 一時 の疑 に過 ぎな いが,斯 る感

を懐 くの は恐 ら く私1人 で は な い で あ ら う.

追記　 獨 逸 の法 醫 學 雜 誌 第17卷(1931年)

247頁 以 下 にKarl Bergが 詳 細 報告 し,更 に

單 行 本 と してOlga Illner and George God

winがThe sadistに 英 譯記 述 して ゐ るDus

seldorfer Massenmord,即 ち1929年 獨 逸 有

數 の工 業 都 市Dusseldolfに 起 つ たMassen

mordは 犧 牲 者 の 數か ら云 ふ と,末 遂 を合 し,

1929年 以 前 の 分 を加 へ て80人 に 垂 ん と し,

我 が 作北 事 件以 上 のMassenmordで あ る が,

然 し之 だ け の犯 罪 を犯 した 期 間 は 甚 だ 長 く,

1899年(明 治32年)か ら1929年(昭 和4年)

に亘 る三 十有 一 年 間 で,そ の 間 犯 人 は3回

(1900年-1904年,1905年-1913年 及 び1913

年-1921年)刑 務所 に入 つ て をつ たか ら,正

味10年 餘 りの間 の 犯 行 で あ る.作 北 事 件 や

Wagner事 件 の樣 に短 時 間 に行 は れた 大 量 殺

人事 件 では な い が,Massenmordと して は 之

れ 亦 代 表 的 な事 件 と して記 録 せ られ るべ きで

あ ら う.犯 人 は 殺 人淫 樂 者Peter Kustenと

云 ふ1883年 生 れ(Koln-Muhllheim)の 職 工

で,殺 害 の 方法 は斯 く長 期 に 亘 つ て行 はれ た

ので 色 々で あつ た が,絞 殺 が 比 較 的 に 多 く銃

殺 は なか つ た.(完)
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